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 はじめに 

1-1 策定の経緯 

西郷村では、公共下水道事業と農業集落排水事業の 2 事業において、汚水処理を実施しています。 

公共下水道事業は、上位計画である「阿武隈川上流流域別下水道整備総合計画」において、隣接する

白河市を含めた 1 つの処理区（白河処理区）として位置づけられており、市街化の進展に伴う公共用水域

の水質保全等を目的に昭和 62 年 9 月に事業着手しました。同一処理区の白河市は昭和 56 年 2 月に事

業着手し、共用施設である白河都市環境センターは平成 6 年 3 月に一部供用を開始し、以降「浸水防除」、

「公衆衛生の向上」、「公共用水域の水質保全」に寄与すべく鋭意事業を推進してきました。 

農業集落排水事業は、羽太地区、追原地区の農業集落におけるし尿、生活雑排水などの汚水等を処

理する施設の整備により、農業用用排水の水質の汚濁を防止し、農村地域の健全な水循環に資するととも

に、農村の基礎的な生活環境の向上を図ることを目的として実施しています。 

令和 3 年度末における西郷村の汚水処理及び下水道処理人口普及率は、それぞれ 92.6%、78.7％であ

り、今後も汚水処理施設等未整備区域に対して、計画的に施設整備を行っていく必要があります。 

公共下水道事業は、平成 6 年度より本格的に事業着手しており、供用開始から 20 年以上が経過し、今

後老朽化による施設の更新等が本格化する時期を迎えます。老朽化対策については、国の「ストックマネ

ジメント支援制度」を活用した効率的・効果的な対策が必要です。加えて、近年多発している台風、集中豪

雨、大規模地震等の災害への対策として、浸水対策、地震対策等、幅広い対応が下水道事業に求められ

ているところです。農業集落排水事業についても、地区により供用開始の時期が異なりますが、古くは平成

12 年度から供用開始しているため、今後、処理場の主要機器・設備の老朽化による施設の更新等が本格

化する時期を迎えます。 

人口ビジョンにおける将来人口の推計では、今後は人口減少傾向を示す結果となっており、下水道使

用料収入の減少が見込まれ、下水道事業経営に大きな影響を与えることが予想されます。 

令和 2 年 4 月より地方公営企業法の全部を適用することで、健全な事業経営の実現に向けた取組を推

進しています。しかしながら、汚水処理原価が下水道使用料単価を上回っており、一般会計補助金等の補

助的財源に頼らざるを得ない状況が続いており、今後下水道事業の経営改善が大きな課題となっていま

す。 

下水道事業を取り巻く環境が厳しさを増す中で、平成 29 年 3 月には、「引き続き公営企業として事業を

行う場合には、経営環境が厳しさを増す中にあっても、事業、サービスの提供を安定的に継続できるよう、

中長期的な視点に立った経営を行い、徹底した効率化、経営健全化に取り組むことが必要である。」との

総務省の求めに応じて、下水道事業の中長期的な経営の基本計画である「西郷村下水道事業経営戦略」

を策定し、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上の実現を目指した事業運営を行ってきました。 

 「西郷村下水道事業経営戦略【改定版】」は、計画期間の中間年度における、下水道事業を取り巻く環境

の変化への対応に伴う投資・財政計画等の見直し、地方公営企業法の全部適用に伴う財政シミュレーショ

ンの改定等、計画内容を全面的に見直し、さらなる経営基盤の強化と財政マネジメントの向上の実現を目

指すものです。 
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1-2 位置づけ 

経営戦略は、「西郷村第四次総合振興計画」、「西郷村 第Ⅱ期まち・ひと・しごと創生 人口ビジョン・総

合戦略」を上位計画とし、下水道各種関係計画等と連動し、今後の下水道事業の中長期的な経営指針と

して位置づけます。 

 

 

図 1-1 経営戦略の位置づけ 

 

1-3 計画期間 

西郷村下水道事業経営戦略の計画期間は、中長期的な視点から経営基盤の強化に取り組むことがで

きるよう、令和 5 年度を初年度とし、令和 14 年度を最終年度とした 10 年間とします。 

 

⻄郷村各種計画

下水道各種関連計画
⻄郷村下⽔道事業経営戦略
（令和5年度〜令和14年度）

⻄郷村
第Ⅱ期まち・ひと・しごと創生
⼈⼝ビジョン・総合戦略

⻄郷村第四次総合振興計画
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 事業概要 

2-1 事業の現況 

 施設 
令和 3 年度末時点での下水道施設の整備状況は次のとおりです。 

 

表 2-1 施設及び設備の状況（公共下水道事業） 

事業 施設区分 数量 備考 

公共下水道 

管路施設 約 136km  

処理場 1 か所 白河都市環境センター（白河市との共同利用） 

マンホールポンプ場 19 か所  

                                

表 2-2 施設及び設備の状況（農業集落排水事業） 

事業 施設区分 数量 備考 

農業集落排水 

管路施設 約 28km 

 

地区名 延長(m) 

羽太地区 19,369.78 

追原地区 8,792.76 

合計 28,162.54 

処理場 2 か所 羽太処理場、追原処理場 

マンホールポンプ場 11 か所  

                                

① 供用開始年度（供用開始後年数） 

公共下水道事業は、市街化の進展に伴う公共用水域の水質保全等を目的に昭和 62 年 9 月に事業

着手し、共用施設である白河都市環境センターは平成 6 年 3 月に一部供用を開始しました。 

農業集落排水事業についても、地区により供用開始の時期が異なりますが、古くは平成 12 年度から

供用開始しています。 

 

表 2-3 供用開始年度及び供用開始後年数 

事業 供用開始年度 供用開始後年数 

公共下水道 平成 5 年度 29 年 

農業集落排水 平成 12 年度 22 年 
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表 2-4 処理場の施設概要（公共下水道） 

施設名称 排除方式 処理方式 能力 供用開始年度 
供用開始後 

経過年数 

白河都市環境センター 

（白河市との共同利用） 

分流式 

（汚水） 

標準活性

汚泥法 
24,700 ㎥/日 

平成 5 年度 

（西郷村：平成 7 年度） 
29 年 

 

表 2-5 処理場の施設概要（農業集落排水） 

施設名称 排除方式 処理方式 能力 供用開始年度 
供用開始後 

経過年数 

羽太地区農業集落 

排水処理施設 

分流式 

（汚水） 
連続流入間欠ばっ気方式 548 ㎥/日 平成 12 年度 22 年 

追原地区農業集落 
排水処理施設 

分流式 

（汚水） 連続流入間欠ばっ気方式 234 ㎥/日 平成 17 年度 17 年 

 

 

図 2-1 年度別管路施設整備延長の推移（公共下水道事業） 

 

 

図 2-2 年度別管路施設整備延長の推移（農業集落排水事業） 
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② 法適・非適の区分 

公共下水道事業、農業集落排水事業は、令和 2 年 4 月 1 日より地方公営企業法の全部を適用して

います。 

 

③ 処理区域内人口密度 

公共下水道、農業集落排水の処理区域内人口密度は次に示すとおりです。 

 

表 2-6 処理区域内人口密度 

事業 処理区域面積 処理区域内人口 処理区域内人口密度 

公共下水道 738ha 15，852 人 21 人／ha 

農業集落排水 282ha 1,426 人 5 人／ha 

 

④ 処理区または地区数・処理場数・流域下水道等への接続の有無 

公共下水道は、隣接する白河市と共同処理する処理区が 1 つ（白河処理区）あり、処理場は白河市に

1 か所あります。農業集落排水は 2 地区あり、処理場が 2 か所あります。 

 

表 2-7 処理区または地区数・処理場数 

事業 処理区または地区数 処理場数 

公共下水道 
1 処理区 

単独公共下水道（白河処理区） 

1 か所 

（白河市） 

農業集落排水 
2 地区 

（羽太地区、追原地区） 
2 か所 

 

⑤ 広域化・共同化・最適化実施状況 

公共下水道については、隣接する白河市との共同化により事業を実施しています。 

平成 27 年度には、単独公共下水道で事業を実施していた大平処理区を公共下水道の白河処理区

に編入、令和 2 年度、令和 3 年度には、農業集落排水事業で汚水処理を実施していた上野原地区、真

船地区を公共下水道に編入させて、共同化エリアの拡大や、処理場に関する維持管理費の削減など、

事業の効率化を図っています。 
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 使用料 
下水道使用料は、公共下水道事業と農業集落排水事業で同一の料金を設定しており、表 2-8 に示す

通り基本料金と汚水排水量に応じた従量制、さらには汚水排水量の増加に応じて従量料金を変動させる

累進制を採用しています。使用料対象経費は、汚水処理費の維持管理費全部と資本費の一部となってお

り、資産維持費は含まれておりません。直近の料金改定は令和元年 10 月に実施しており、消費税率が

10％に引き上げられたことに伴うものです。 

 

表 2-8 公共下水道及び農業集落排水施設使用料（2 ヵ月あたり・税抜き） 

用途別 基本使用料 

（1 使用月につき）  
【超過使用料】 

汚水量 
【超過使用料】 

1 立方メートルにつき 

一般排水 20 ㎥まで 2,400 円 

21～50 ㎥ 130 円 

51～100 ㎥ 140 円 

101～200 ㎥ 160 円 

201 ㎥～ 180 円 

 

使用状況 一般汚水 

水道水のみ 水道使用水量 

井戸水のみ 一世帯の人数×6 立方メートル（1 ヵ月当り） 

水道水・井戸水の併用 （一世帯の人数×3 立方メートル）＋水道使用水量 

その他 
水道水等を製品（製氷、清涼飲料水、醸造業等）として使用している場合

は申告により別途汚水量を認定 

 

 令和 2 年度における汚水処理費（維持管理費＋資本費）に対する使用料の割合（経費回収率）は、公共

下水道で 98.08％、農業集落排水で 77.30％であり、使用料不足分は、一般会計からの基準外繰入金等

により補てんしている状況です。 

表 2-9 に西郷村の過去 2 年度分の条例上の使用料（20 ㎥あたり）と実質的な使用料（20 ㎥あたり※）の

比較を示しています。総務省は、継続して安定した下水道事業経営を行うための使用料基準を 3,000 円／

20 ㎥としていますが、西郷村は基準に達していない状況です。 

 

  ※実質的な使用料（20 ㎥あたり） 使用料収入(円)／有収水量(㎥)×20(㎥) 

 

表 2-9 条例上の使用料・実質的な使用料（1 ヵ月あたり・税抜き） 

項目 
公共下水道 農業集落排水 

令和 2 年度 令和 3 年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

条例上の使用料 

（20 ㎥あたり） 
2,500 円 2,500 円 2,500 円 2,500 円 

実質的な使用料 

（20 ㎥あたり） 
2,928 円 2,929 円 2,719 円 2,735 円 
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 組織 

① 部門別職員数 
部門別職員数は、次に示すとおりです。下水道事業に係る職員は、全 5 名（うち 3 名は下水道事業会

計で給与を計上）です。 

今後、未普及対策事業の推進、浸水対策・地震対策、老朽化対策、施設の老朽化に伴う維持管理作

業の増加、健全な事業経営に向けた適正な下水道使用料水準の検討等、現状以上の業務量が予想さ

れ、下水道事業の適正な運営のため、組織の見直し、定数管理等が必要になります。 

② 事業運営組織 
   現在、下水道事業は「上下水道課」の「業務係」及び「下水道施設係」で執り行っています。 

 
図 2-3 組織図 

2-2 民間活力の活用等 

 民間活用の状況 

① 民間委託 

汚水処理及び施設設備の維持管理を以前より民間維持管理会社に委託しており、令和 4 年 10 月以

降は、西郷村水道事業及び工業用水道事業と共同で、委託発注を行っています。 

また、令和 3 年 10 月より、西郷村水道事業と共同して、下水道使用料徴収業務、排水設備計画申請

受付事務及び排水設備竣工検査業務等を一体の業務委託で発注しています。 

② 指定管理者制度 

採用はありません。 

③ ＰＰＰ・ＰＦＩ 

採用はありません。 

 資産活用の状況 

① エネルギー利用 

採用はありません。 

② 土地・施設等利用（未利用土地、施設活用等） 

採用はありません。 
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2-3 経営比較分析表を活用した現状分析 

下水道事業の経営状況について、全国平均、類似団体平均、福島県県南地区等の各事業体との比較

を行いながら実施するために「経営比較分析表（令和 3 年度決算）」の経営指標を活用して示しています。 

類似団体は、公共下水道は 195 団体、農業集落排水は 675 団体です。福島県県南地区における公共

下水道実施団体は、白河市、矢吹町、棚倉町のみであり、かつ地方公営企業法適用は白河市のみである

ため、西郷村と同等規模の事業を実施している山形県庄内町、福島県田村市、茨城県常陸大宮市、茨城

県小美玉市、新潟県魚沼市を加えて比較しています。農業集落排水事業は、福島県県南地区の各事業

体との比較としています。 

表 2-10 公共下水道の類似団体 
処理区域内人口区分 処理区域内人口密度区分 供用開始後年数別区分 類型区分 団体数 

政令市等     政令市等 21 

10 万以上 100 人/ha 以上   Aa 35 

75 人/ha 以上   Ab 29 

50 人/ha 以上 30 年以上 Ac1 49 

30 年未満 Ac2 3 

50 人/ha 未満   Ad 55 

3 万以上 100 人/ha 以上   Ba 7 

75 人/ha 以上 30 年以上 Bb1 24 

30 年未満 Bb2 3 

50 人/ha 以上 30 年以上 Bc1 56 

30 年未満 Bc2 19 

50 人/ha 未満 30 年以上 Bd1 147 

30 年未満 Bd2 30 

3 万未満 75 人/ha 以上   Ca 2 

50 人/ha 以上 30 年以上 Cb1 22 

15 年以上 Cb2 24 

15 年未満 Cb3 12 

25 人/ha 以上 30 年以上 Cc1 131 

15 年以上 Cc2 181 

15 年未満 Cc3 30 

25 人/ha 未満 30 年以上 Cd1 89 

15 年以上 Cd2 195 

15 年未満 Cd3 12 

 

表 2-11 農業集落排水の類似団体 
供用開始後年数別区分 類型区分 団体数 

30 年以上 F1 181 

15 年以上 F2 675 

15 年未満 F3 23 

         
図 2-4 福島県県南地域の団体 

福島県 県南地域 団体名 

白河市 

矢吹町 

泉崎村 

中島村 

棚倉町 

鮫川村 

塙町 

矢祭町 
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 経常収支比率 
【指標の算定式】 

経常収支比率（％）＝
経常収益

経常費用
× 100 

 

【指標の意味】 

経常収支比率は、当該年度において、使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費

や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標です。 

 

【分析の考え方】 

当該指標は、単年度の収支が黒字であることを示す 100％以上となっていることが必要です。数値が

100％未満の場合、単年度の収支が赤字であることを示しているため、経営改善に向けた取組が必要とな

ります。分析に当たっての留意点として、例えば、当該指標が 100％以上の場合であっても、更なる費用削

減や更新投資等に充てる財源が確保されているか等、今後も健全経営を続けていくための改善点を洗い

出すといった観点から分析する必要があると考えられます。また、経常収益（総収益）について、使用料以

外の収入に依存している場合は、経費回収率と併せて分析し、経営改善を図っていく必要があります。一

方、当該指標が 100％未満の場合であっても、経年で比較した場合に、右肩上がりで 100％に近づいてい

れば、経営改善に向けた取組が成果を上げている可能性があるといえ、今後も改善傾向を続けていく観点

から分析する必要があります。 

 

【西郷村の状況】 

公共下水道事業は 129.09％、農業集落排水事業は 142.49％でいずれも 100％以上となり、単年度の収

支は黒字です。全国平均、類似団体平均、福島県県南地区等の団体と比較して、高い水準です。しかし

ながら、公共下水道、農業集落排水ともに、使用料収入以外の一般会計からの繰入れに大きく依存してお

り、これにより黒字化が実現されています。 

そのため、公共下水道事業、農業集落排水事業ともに、経費回収率等の他の指標を合わせて経営状況

を判断し、必要に応じて経営改善に向けた、水洗化率の向上や使用料水準の見直しなどの取組を行う必

要があります。 

 

  

図 2-5 経常収支比率（左：公共下水道事業、右：農業集落排水事業） 
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 累積欠損金比率 
【指標の算定式】 

累積欠損金比率൫％൯＝
当年度未処理欠損金

営業収益 − 受託工事収益
× 100 

 

【指標の意味】 

営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前年度からの繰越利益剰余金等でも補

塡することができず、複数年度にわたって累積した欠損金のこと）の状況を表す指標です。 

 

【分析の考え方】 

当該指標は、累積欠損金が発生していないことを示す 0％であることが求められます。累積欠損金を有

している場合は、経営の健全性に課題があるといえます。経年の状況も踏まえながら 0％となるよう経営改

善を図っていく必要があります。分析に当たっての留意点として、例えば、当該指標が 0％の場合であって

も、使用料収入が減少傾向にある場合や維持管理費が増加傾向にある場合には、将来の見込みも踏まえ

た分析が必要であると考えられます。また、下水道事業の性質上、供用開始後間もない場合は接続率が

低く使用料収入が少額となり数値が高くなることが想定されますが、このような場合も、使用料収入の増加

が見込めるかといった将来の見込みも踏まえた分析が必要であると考えられます。 

 

【西郷村の状況】 

公共下水道事業、農業集落排水事業ともに、累積欠損金は発生していません。 

累積欠損金が生じ、かつ資金不足比率が 20％を超えた場合、経営健全化計画を策定するとともに、総

務大臣や県知事の許可を受けないと企業債の発行が認めらない状況に至る可能性がありますので、今後

も累積欠損金を生じさせないような経営に取組んで行く必要があります。 

 

  

図 2-6 累積欠損金比率（左：公共下水道事業、右：農業集落排水事業） 
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 流動比率 
【指標の算定式】 

流動比率൫％൯＝
流動資産

流動負債
× 100 

 

【指標の意味】 

短期的な債務に対する支払能力を表す指標です。 

 

【分析の考え方】 

当該指標は、１年以内に支払うべき債務に対して支払うことができる現金等がある状況を示し、100％以

上であることが必要となります。一般的に 100％を下回るということは、１年以内に現金化できる資産で、１年

以内に支払わなければならない負債を賄えておらず、支払能力を高めるための経営改善を図っていく必

要があります。分析に当たっての留意点として、例えば、当該指標が 100％を上回っている場合であっても、

現金といった流動資産が減少傾向にある場合や一時借入金といった流動負債が増加傾向にある場合に

は、将来の見込みも踏まえた分析が必要であると考えられます。また、当該指標が 100％未満であっても、

流動負債には建設改良費等に充てられた企業債・他会計借入金等が含まれており、これらの財源により整

備された施設について、将来、償還・返済の原資を使用料収入等により得ることが予定されている場合に

は、一概に支払能力がないとはいえない点も踏まえた分析が必要です。 

 

【西郷村の状況】 

公共下水道事業、農業集落排水事業ともに、流動比率が 100％未満の状況です。ただし、過年度借入

した企業債の元金償還費については、当該年度の下水道使用料等を財源としているため、流動比率が

100％未満であっても債務不履行となる可能性は現状低いと考えています。 

 

  

図 2-7 流動比率（左：公共下水道事業、右：農業集落排水事業） 
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 企業債残高対事業規模比率 
【指標の算定式】 

企業債残高対事業規模比率൫％൯＝
企業債現在高合計 −  一般会計負担額

営業収益 −  受託工事収益 −  雨水処理負担金
× 100 

 

【指標の意味】 

使用料収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標です。 

 

【分析の考え方】 

当該指標については、明確な数値基準はないと考えられています。したがって、経年比較や類似団体と

の比較等により自団体の置かれている状況を把握・分析し、適切な数値となっているか、対外的に説明で

きなければなりません。分析に当たっての留意点として、例えば、当該指標が類似団体との比較で低い場

合であっても、投資規模は適切か、使用料水準は適切か、必要な更新を先送りしているため企業債残高が

少額となっているに過ぎないかといった分析を行い、経営改善を図っていく必要があると考えられます。 

 

【西郷村の状況】 

企業債残高対事業規模比率については、公共下水道事業で 553.6％、農業集落排水事業は０％と

なっています。公共下水道事業は、類似団体平均等と比較して低い水準でありますが、現状施設の

改築・更新が本格化しておらず、大規模な企業債借入に基づく事業実施は予定されていませんが、

今後改築・更新事業が本格化する際に、借入れる企業債の額、施設・設備の老朽化リスク等を考慮

して効率的・効果的な投資を実施していく必要があります。 

農業集落排水事業は一般会計からの繰入に依存しており、一般会計の負担を軽減するため、使用

料水準の見直しや接続率向上に取組む必要があります。 

 

  

図 2-8 企業債残高対事業規模比率（左：公共下水道事業、右：農業集落排水事業） 
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 経費回収率 
【指標の算定式】 

経費回収率൫％൯＝
下水道使用料

汚水処理費（公費負担分を除く）
× 100 

 

【指標の意味】 

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標であり、使用料水準等を評

価することが可能です。 

 

【分析の考え方】 

当該指標は、使用料で回収すべき経費を全て使用料で賄えている状況を示す 100％以上であることが

必要です。数値が 100％を下回っている場合、汚水処理に係る費用が使用料以外の収入により賄われて

いることを意味するため、適正な使用料収入の確保及び汚水処理費の削減が必要です。分析に当たって

の留意点としては、経常収支比率と同様に、例えば、当該指標が 100％以上の場合であっても、更なる費

用削減や更新投資等に充てる財源が確保されているか等、今後も健全経営を続けていくための改善点を

洗い出すといった観点から分析する必要があると考えられます。また、下水道事業の性質上、供用開始後

間もない場合は接続率が低く使用料収入が少額となり、当該指標が 100％未満となる場合が想定されます

が、このような場合も、使用料収入の増加が見込めるかといった将来の見込みも踏まえた分析が必要であ

ると考えられます。 

 

【西郷村の状況】 

経費回収率は、公共下水道事業、農業集落排水事業ともに 100％を下回っており、全国平均、類似団

体平均、福島県県南地区等の団体と比較しても、高い水準とは言えない状況です。特に、農業集落排水

事業では全国平均、類似団体平均、福島県県南地区等の各団体値を下回っています。経費回収率が

100％を下回る原因は、汚水処理に要する維持管理費と資本費（企業債等利息や減価償却費）を使用料

収入で賄えていないことにあります。今後は、使用料水準の適正化に向けて分析を進め、費用負担区分を

明確にしつつ、経費回収率改善に向けた取組を行う必要があります。 

 

  

図 2-9 経費回収率（左：公共下水道事業、右：農業集落排水事業） 
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 汚水処理原価 
【指標の算定式】 

汚水処理原価൫円൯＝
汚水処理費（公費負担分を除く）

年間有収水量
 

 

【指標の意味】 

有収水量１㎥当たりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管理費の両方を含めた汚

水処理に係るコストを表した指標です。 

 

【分析の考え方】 

当該指標については、明確な数値基準はないと考えられます。したがって、経年比較や類似団体との比

較等により自団体の置かれている状況を把握し、効率的な汚水処理が実施されているか分析し、適切な数

値となっているか、対外的に説明できなければなりません。また、例えば、当該指標が類似団体との比較で

低い場合であっても、有収水量や汚水処理費の経年の変化等を踏まえた上で、現状を分析し、今後の状

況について将来推計する必要があります。また、分析及び統計を基に、必要に応じて、投資の効率化や維

持管理費の削減、接続率の向上による有収水量を増加させる取組といった経営改善が必要です。分析に

当たっての留意点として、供用開始後間もない事業は接続率が低く、有収水量が過小となり、高い数値を

示す場合があります。また、地理的要因等によって、構造上汚水処理費が高くなることも想定されますが、

このような場合には、より最適な処理方法を検討し実施するといった経営改善が必要となります。 

 

【西郷村の状況】 

公共下水道事業の汚水処理原価は、149.42 円と全国平均値より高い数値を示しており、その要因として

汚水処理に係る資本費（企業債等利息や減価償却費）が高いことに加え、使用料の見直しをこれまで行っ

ていないことにより、十分な使用料収入が確保できていないことが考えられます。将来的に変動する汚水処

理費や年間有収水量を予測しつつ、使用料水準の適正化についての検討や水洗化率の向上に向けた取

組を進める必要があります。 

農業集落排水事業の汚水処理原価は、288.34円と全国平均、類似団体平均値より高い数値を示してお

り、公共下水道事業と同様に、使用料水準の適正化についての検討や水洗化率の向上に向けた取組を

進める必要があります。 

 

  

※法適事業は税抜き、法非適事業は税込みで表記 

図 2-10 汚水処理原価（左：公共下水道事業、右：農業集落排水事業） 
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 施設利用率 
【指標の算定式】 

施設利用率൫％൯＝
晴天時一日平均処理水量

晴天時現在処理能力
× 100 

【指標の意味】 

施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する、一日平均処理水量の割合であり、施設の利用状況

や適正規模を判断する指標です。 

【分析の考え方】 

当該指標については、明確な数値基準はないと考えられますが、一般的には高い数値であることが望ま

れます。経年比較や類似団体との比較等により自団体の置かれている状況を把握し、例えば、当該指標

が類似団体との比較で高い場合であっても、現状分析や将来の汚水処理人口の減少等を踏まえ、施設が

遊休状態でないか、過大なスペックとなっていないかといった分析が必要となります。分析に当たっての留

意点として、当該指標は、1 日に施設に汚水を処理した平均値を用いていることから、当該団体の特有の

事情により、季節によって処理量に大きな変動があり得るため、最大稼働率と併せて分析して適切な施設

規模となっているか分析する必要があると考えられます。数値が低く、施設が遊休状態又は過大なスペック

となっている場合には、計画処理能力、施設の耐用年数等を踏まえ、必要に応じて、近隣施設（他団体の

施設を含む。）との統廃合等を行い、適切な施設規模を維持する必要があります。 

【西郷村の状況】 

公共下水道事業は単独公共下水道等の処理場を有していないため 0％になっています。農業集落排

水事業の施設利用率は、全国平均、類似団体平均値を下回っており、処理場の処理能力に比較し

て流入する水量が少ないことが要因として考えられます。今後は適切な施設規模となるよう接続

率の向上等に取組む必要があります。 

 

  

図 2-11 施設利用率（左：公共下水道事業、右：農業集落排水事業） 
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 水洗化率 
【指標の算定式】 

水洗化率൫％൯＝
現在水洗便所設置済人口

現在処理区域内人口
× 100 

 

【指標の意味】 

現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している人口の割合を表した指標で

す。 

 

【分析の考え方】 

当該指標については、公共用水域の水質保全や、使用料収入の増加等の観点から 100％となっている

ことが望ましいです。一般的に数値が 100％未満である場合には、汚水処理が適切に行われておらず、水

質保全の観点から問題が生じる可能性があることや、使用料収入を図るため、水洗化率向上の取組が必

要です。分析に当たっての留意点としては、当該指標の向上を図るため、新たに管きょを整備することが、

地理的要因等により整備に係る費用が増大するため、費用対効果を検証し、将来の見込みも踏まえた分

析が必要です。 

 

【西郷村の状況】 

公共下水道事業の水洗化率は、全国平均、類似団体平均、福島県県南地区等の団体と比較して、同

等程度もしくは高い水準にあります。公共下水道事業は毎年度整備区域を拡大しており、一般的に整備

完了後すぐに下水道に接続しない家庭が多いため、新たな供用区域について早期接続を啓発すると共に、

未接続者の実態等を把握し、水洗化の普及促進に向けた取組を進めていく必要があります。 

農業集落排水事業の水洗化率は、全国平均、類似団体平均と比較して、低い水準にあります。未接続

者の実態等を把握し、水洗化の普及促進に向けた取組を進めていく必要があります。 

 

  

図 2-12 水洗化率（左：公共下水道事業、右：農業集落排水事業） 
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 有形固定資産減価償却率 
【指標の算定式】 

有形固定資産減価償却率൫％൯＝
有形固定資産減価償却累計額

有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価
× 100 

 

【指標の意味】 

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、資産の老朽化

度合を示しています。 

 

【分析の考え方】 

当該指標については、明確な数値基準はないと考えられています。したがって、経年比較や類似団体と

の比較等により自団体の置かれている状況を把握・分析し、適切な数値となっているか、対外的に説明で

きなければなりません。一般的には、数値が高いほど、法定耐用年数に近い資産が多いことを示しており、

将来の施設の改築（更新・長寿命化）等の必要性を推測することができます。また、他の老朽化の状況を示

す指標である管きょ老朽化率や管きょ改善率の状況を踏まえ分析する必要があると考えられ、施設の改築

等の必要性が高い場合などには、改築等の財源の確保や経営に与える影響等を踏まえた分析を行い、必

要に応じて経営改善の実施や投資計画等の見直しなどを行う必要があります。なお、長寿命化等に取り組

んでいる団体においては、分析の際に、それらの効果についても留意が必要です。 

 

【西郷村の状況】 

公共下水道事業、農業集落排水事業ともに全国平均、類似団体平均を下回っておりますが、これは資

産取得からの経過年数が短く、減価償却累計額が小さいためです。 

公共下水道事業、農業集落排水事業の各種施設は、まだ更新時期にないことから、将来想定される改

築更新に向けて、計画的かつ効率的な維持修繕により対応することとしています。 

 

  

図 2-13 有形固定資産減価償却率（左：公共下水道事業、右：農業集落排水事業） 

 

  

38.17

21.94

5.57 6.09
9.09 6.84 6.76 5.68

43.08

0

10

20

30

40

50

全
国
平
均

類
型
平
均

西
郷
村

白
河
市

矢
吹
町

棚
倉
町

庄
内
町

田
村
市

常
陸
大
宮
市

小
美
玉
市

魚
沼
市

有
形
固
定
資
産

減
価
償
却
率
（
％
）

24.95
21.85

7.74 7.27

0

10

20

30

40

50

全
国
平
均

類
型
平
均

西
郷
村

白
河
市

矢
吹
町

泉
崎
村

中
島
村

棚
倉
町

鮫
川
村

塙
町

矢
祭
町

有
形
固
定
資
産

減
価
償
却
率
（
％
）

法
非
適
の
た
め 

デ
ー
タ
無
し 

法
非
適
の
た
め 

デ
ー
タ
無
し 



18 

 

 その他の指標 

① 普及率 

  

図 2-14 普及率（左：公共下水道事業、右：農業集落排水事業） 

② 有収率 

  
※西郷村公共下水道事業の有収率は、白河市との負担金計算資料の数値を採用 

図 2-15 有収率（左：公共下水道事業、右：農業集落排水事業） 

③ 1 か月 20 ㎥当たり家庭料金（税込み） 

  

図 2-16 1 か月 20 ㎥当たり家庭料金（左：公共下水道事業、右：農業集落排水事業） 

④ 処理区域内人口密度 

  

図 2-17 処理区域内人口密度（左：公共下水道事業、右：農業集落排水事業） 
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 将来の事業環境 

3-1 人口の予測 

 行政区域内人口 
行政区域内人口の推計値は、下水道全体計画との整合を図り、「西郷村 第Ⅱ期まち・ひと・しごと創生 

人口ビジョン・総合戦略 令和 2 年 3 月」（以下人口ビジョンとする）における将来人口推計値を採用してい

ます。人口ビジョンでは、将来人口について、西郷村民の将来に希望する子供の数（2.45）の確保と、「福

島県人口ビジョン」に示される、福島県民の希望出生率（2.11 人）の実現を目指すことを基本に推計して

います。人口ビジョンにおける、将来展望としては、令和 22 年に 20,000 人以上、令和 42 年に 18，000 人

以上を目指しています。人口ビジョンでは、シミュレーション①、②が示されていますが、本経営戦略では

下位推計となるシミュレーション②を採用して行政区域内人口の推計を行っています。 

行政区域内人口は、令和 5 年度をピークに減少傾向であり、20 年後の令和 25 年度では、令和 5 年度

比較で約 5％人口が減少すると予測されています。 

人口の減少に伴い、下水道においても水洗化人口の減少、有収水量の減少が危惧され、将来的に使

用料収入の減収が見込まれます。今後、下水道事業を継続させていくためには、適切な費用負担の考え

方に基づき、使用料収入の増加を視野に入れた施策が求められます。 

 

 

図 3-1 行政区域内人口の推計 
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 処理区域内人口 
【公共下水道】 

処理区域内人口は、未普及対策事業の推進による人口増加を加味して推計を行います。令和 3 年度

における未普及対策事業での処理区域内人口増加、整備面積は次に示すとおりです。 

未普及対策事業については、令和 4 年度、令和 5 年度はマンホールポンプの整備等で、整備面積、

処理区域内人口の増加は見込めません。令和 6 年度以降は、令和 10 年度までの期間で 10 百万円/

年の事業を予定しています。 

 

表 3-1 未普及対策事業による処理区域内人口増加算定原単位 

項目 説明 内容 

令和 3 年度末時点の処理区域内人口 ① 15,852 人 

令和 2 年度末時点の処理区域内人口 ② 15,120 人 

令和 3 年度整備による処理区域内人口 ③=①-② 732 人 

令和 3 年度整備面積 ④ 21.5ha 

整備原単位 ⑤=③÷④ 34.0 人/ha 

令和 3 年度決算における建設改良費・工事請負費 ⑥ 79,783,000 円（税抜き） 

1ha 当り整備費 ⑦=⑥÷④ 3,710,837 円/ha 

 

表 3-2 未普及対策事業による処理区域内人口増加算定結果 

                          年度 

項目 
R4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 

事業費（百万円） 22 29 10 10 10 10 10 

1ha 当り整備費 3,710,837 円/ha 

整備面積（ha）   MP 整備等で

増加なし 
2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 

整備原単位 34.0 人/ha 

処理区域内人口増加（人）  MP 整備等で

増加なし 
91 91 91 91 91 

 

処理区域内人口は、年度毎の行政区域内人口予測値に令和 3 年度末の処理人口普及率（総人口÷

処理区域内人口）を乗じることで算出される整備済み区域の処理区域内人口に、上記で算定した処理

区域内人口増加を加算して算出します。 

  未普及対策事業により、令和 10 年度までは処理区域内人口は増加傾向を示します。その後は、行政

区域内人口の推計と同様に、減少傾向を示していきます。20 年後の令和 25 年度では、ピーク時である

令和 10 年度比較で約 4％処理区域内人口が減少すると予測されています。 
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図 3-2 公共下水道の処理区域内人口の推計 

 

【農業集落排水】 

農業集落排水については、今後新規整備を見込まないものとして、年度毎の行政区域内人口予測値

に令和 3 年度末の処理人口普及率（総人口÷処理区域内人口）を乗じることで算出します。 

行政区域内人口の推計と同様に、減少傾向を示していきます。20 年後の令和 25 年度では、ピーク時

である令和 5 年度比較で約 4％処理区域内人口が減少すると予測されています。 

 

 

図 3-3 農業集落排水の処理区域内人口の推計 
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 水洗化人口 
【公共下水道】 

水洗化人口の推計値は、水洗化率の目標に応じて、処理区域内人口を乗じることにより算出します。 

処理区域内人口と同様に、未普及対策事業により、令和 10 年度までは水洗化人口は増加傾向を示

します。その後は、行政区域内人口の推計と同様に、減少傾向を示していきます。水洗化率を向上させ

ることで水洗化人口の増加が見込まれるので、今後も水洗化促進に向けた下水道としての取り組みがよ

り一層求められます。 

 

 
図 3-4 公共下水道の水洗化人口の推計 

 

表 3-3 公共下水道の水洗化率の推移 

項目 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

公共下水道 89.9％ 89.3％ 89.2％ 89.5％ 90.4％ 93.3％ 95.1％ 93.8％ 
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【農業集落排水】 

水洗化人口の推計値は、水洗化率の目標に応じて、処理区域内人口を乗じることにより算出します。 

令和 14 年度までは、水洗化率の向上に伴い増加傾向を示しますが、その後は、行政区域内人口の

推計及び処理区域内人口の推計と同様に、水洗化人口も減少傾向を示していきます。水洗化率を向上

させることで水洗化人口の増加が見込まれるので、今後も水洗化促進に向けた下水道としての取り組み

がより一層求められます。 

 

 

図 3-5 農業集落排水の水洗化人口の推計 

 

表 3-4 農業集落排水の水洗化率の推移 

項目 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

農業集落排水 70.9％ 71.7％ 70.9％ 71.8％ 72.5％ 72.9％ 73.7％ 77.2％ 
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3-2 有収水量の予測 

【公共下水道】 

有収水量の推計値は、令和 3 年度における有収水量と水洗化人口の実績値より算定した有収水量

原単位（有収水量原単位（㎥/人）＝有収水量（㎥）÷水洗化人口（人））に将来の水洗化人口推計値を

乗じることで算出します。 

水洗化人口と同様に、未普及対策事業により、令和 10 年度までは有収水量は増加傾向を示します。

その後は、行政区域内人口の推計と同様に、減少傾向を示していきます。近年の新型コロナウィルス感

染症等の影響による村民の生活様式の変化を加味していない形の推計であるため、今後の生活様式の

変化形態によっては、さらに有収水量が減少する可能性があります。水環境保全等の観点から、人口減

少下において村民の使用水量の増加を期待することは困難であるため、水洗化人口の増加に向けた取

り組み、使用料収入の増加に向けた取り組みの観点から、今後施策を考えていく必要があります。 

 

表 3-5 有収水量原単位 

項目 説明 内容 

令和 3 年度有収水量（㎥/年） ① 1,498,447 

令和 3 年度水洗化人口（人） ② 14,868 

有収水量原単位（㎥/人） ③=①÷② 100.783 

 

 
図 3-6 公共下水道の有収水量の推計 
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【農業集落排水】 

有収水量の推計値は、令和 3 年度における有収水量と水洗化人口の実績値より算定した有収水量

原単位（有収水量原単位（㎥/人）＝有収水量（㎥）÷水洗化人口（人））に将来の水洗化人口推計値を

乗じることで算出します。 

令和 14 年度までは、水洗化率の向上に伴い増加傾向を示しますが、その後は、水洗化人口と同様

に、減少傾向を示していきます。近年の新型コロナウィルス感染症等の影響による村民の生活様式の変

化を加味していない形の推計であるため、今後の生活様式の変化形態によっては、さらに有収水量が

減少する可能性があります。水環境保全等の観点から、人口減少下において村民の使用水量の増加を

期待することは困難であるため、水洗化人口の増加に向けた取り組み、使用料収入の増加に向けた取り

組みの観点から、今後施策を考えていく必要があります。 

 

表 3-6 有収水量原単位 

項目 説明 内容 

令和 3 年度有収水量（㎥/年） ① 93,108 

令和 3 年度水洗化人口（人） ② 1,101 

有収水量原単位（㎥/人） ③=①÷② 84.567 

 

 

図 3-7 農業集落排水の有収水量の推計 
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3-3 使用料収入の見通し 

【公共下水道】 

使用料収入は、令和 3 年度の使用料単価の実績値を用いて算出します。ここで示す使用料収入の見

通しは、現行の使用料単価で推移した場合を仮定しています。 

有収水量と同様に、未普及対策事業により、令和 15 年度までは使用料収入は増加傾向を示す見込

みです。その後は、行政区域内人口の推計と同様に、減少傾向を示していきます。今後の生活様式の

変化形態において村民の使用水量の増加を期待することは困難であるため、使用料収入の増加に向け

た取り組みを今後考えていく必要があります。 

 

表 3-7 使用料単価 

項目 説明 内容 

令和 3 年度下水道使用料（千円）（税抜き） ① 219,466 

令和 3 年度有収水量（㎥/年） ② 1,498,447 

使用料単価（円/㎥） ③=①÷② 146.0 

 

 
図 3-8 公共下水道の使用料収入の見通し 
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【農業集落排水】 

使用料収入は、令和 3 年度の使用料単価の実績値を用いて算出します。ここで示す使用料収入の見

通しは、現行の使用料単価で推移した場合を仮定しています。 

令和 14 年度までは、水洗化率の向上に伴い増加傾向を示しますが、その後は、有収水量と同様に、

減少傾向を示していきます。今後の生活様式の変化形態において村民の使用水量の増加を期待するこ

とは困難であるため、使用料収入の増加に向けた取り組みを今後考えていく必要があります。 

 

表 3-8 使用料単価 

項目 説明 内容 

令和 3 年度下水道使用料（千円）（税抜き） ① 12,731 

令和 3 年度有収水量（㎥/年） ② 103,633 

使用料単価（円/㎥） ③=①÷② 137.0 

 

 

図 3-9 農業集落排水の使用料収入の見通し 
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3-4 施設の見通し 

 未普及対策 
 公共下水道における未普及対策は、令和 3 年度末時点で 738.36ha の整備が完了し、供用を開始してい

ます。事業計画面積 958ha、全体計画面積 1,173ha であり、既整備区域の 1/4 程度が未整備となっていま

す。今後も、汚水処理概成に向けた取り組みを推進していく必要があります。 

 

 

注）令和 2 年度に上野原処理区、令和 3 年度に真船処理区をそれぞれ農業集落排水から公共下水道に編入さ

せたことに伴い、各整備面積も当該年度に加算している。 

図 3-10 公共下水道の年度別整備面積の推移 

 

 農業集落排水については、羽太地区は平成 13 年度に、追原地区は平成 16 年度に整備が完了し、今後

新規に施設を整備する予定はありません。 

 

 老朽化対策 
 下水道事業会計の固定資産台帳から、耐用年数別の資産件数を示すと次のとおりとなります。元々の耐

用年数が短い機械設備、電気設備は、今後 10 年程度で耐用年数を満了するため、それに伴う改築・更新

事業の実施が予想されます。加えて、機械設備、電気設備は耐用年数が 15～20 年程度のため、この周期

で定期的な改築・更新事業が必要となります。 

耐用年数が長い、管きょ等の土木・建築施設は、20～35 年後付近で耐用年数を満了する施設のピーク

を迎えるため、それに伴う改築・更新事業の実施が予想されます。 
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図 3-11 固定資産台帳における耐用年数別資産件数 

 

 耐用年数別の当初取得価額を示すと次のとおりとなります。機械設備、電気設備は、資産件数は多いで

すが単体の取得価額は小さいため、次期の改築・更新においても膨大な事業量を要するほどではないこと

がわかります。一方で、管きょ等の土木・建築施設は、単体の取得価額が大きいため次期の改築・更新に

おいて膨大な事業量が必要となります。今後は、ストックマネジメント計画等を通じて国の支援を計画的に

活用した改築・更新計画の立案、施設延命化による改築・更新需要の平準化に努めて行くことが求められ

ます。 

 

図 3-12 固定資産台帳における耐用年数別当初取得価額の集計値 
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3-5 組織の見通し 

 下水道施設建設が主体の事業である平成 11 年度からの下水道事業関係職員の推移を示します。 

公共下水道では、平成 11 年度から令和元年度まで、主に建設に従事する資本勘定所属職員数が 4～

5 名、主に維持管理に従事する損益勘定所属職員数が 1～2 名、総職員数は 5～6 名でしたが、令和 2 年

度以降は 3～4 名と減少しています。農業集落排水では、平成 11 年度から平成 16 年度まで、主に建設に

従事する資本勘定所属職員数が 1～2 名、主に維持管理に従事する損益勘定所属職員数が 1～2 名、総

職員数は 2～3 名でしたが、平成 19 年度以降は 1 名で推移し、令和 3 年度は 0 名となっています。 

今後は、整備した施設・設備の老朽化が懸念され、本格的な改築・更新の時期を迎える際には、施設整

備のピーク時と同等程度の業務量が生じ、これを担う担当職員の配置が求めれることが予想されるため、

定期的な職員増員の調整が必要となります。 

 

 

図 3-13 公共下水道関連職員数の推移 

 

 

図 3-14 農業集落排水関連職員数の推移 
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 経営の基本方針 

4-1 基本方針 

西郷村のマスタープランである「西郷村第四次総合振興計画」では、中長期的に村がめざす将来像を

『～人と自然が輝き 笑顔を未来へとつなぐ～「さわやか高原公園都市」にしごう』として定め、これを実現す

るために重点的に取り組む施策を示しています。下水道事業に関する個別施策としては、「基本目標４ 快

適に暮らし、利便性の高いむらづくり（分野：都市基盤整備）」において、「4-2-1 汚水の適正処理」、「4-2-

2 水の安定供給と水質監視」、「4-2-3 上下水道事業の安定経営」、「4-2-4 ストックマネジメントの推進」が

示されています。 

経営戦略における基本方針は、「西郷村第四次総合振興計画」と整合を図り次のとおり設定しました。 

 

☑汚水処理の適正化  ：汚水処理の概成による住民の生活環境の向上をより一層目指し、地域特性に

応じた適正な処理方式の採用による普及促進に努めます。 

☑経営の安定化     ：将来にわたり公共用水域の水質保全、住民の生活環境の保全に努める必要が

あるため、安定した経営基盤のもと、下水道事業を永続させなくてはなりません。

当期純利益の確実な確保、適正な使用料設定、一般会計への負担低減等に

努めます。 

☑施設管理の最適化  ：現有施設、設備について、予防保全的に管理することで、長期間の供用を目指

し、投資の平準化、適切な投資時期の検討等を通じて、施設管理の最適化に

努めます。 

 

 

図 4-1 西郷村下水道事業経営戦略の基本方針 
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4-2 経営戦略における目標 

 数値目標 
経営戦略における目標を次のとおり設定します。 

 

表 4-1 数値目標 

項目 
実績値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和１4 年度） 
概要 

一般会計繰入金のうち基

準外繰入金の割合 
72.0％(※) 69.0％ 

総務省の一般会計繰出基準に基づかない繰入

金（基準外繰入金）の削減に努める。 

使用料単価 145.5 円 157.5 円 

早急に使用料改定の検討に着手する。 

計画期間内に定期的に使用料改定の検討を行

い、総務省の基準である「150 円/㎥」に達す

るよう努める。 

水洗化率 92.4％ 95.0％ 
未接続の解消による水洗化の普及促進と、下

水道使用料収入の増加に努める。 

経費回収率 71.1％(※) 73.3％ 
公費による負担区分との調整を図り、段階的

に適正な使用料水準となるように検討する。 

  (※)：令和 5 年度から白河市との負担金の計算方法が変更となるため、令和 3 年度実績値ではな

く令和 5 年度予測値を示しています。 

 

 各数値目標の設定について 
地方公営企業は使用料収入をもって経営を行う独立採算制を基本原則としています。しかしながら、使

用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているかを表す指標である経費回収率（下水道使用料÷

汚水処理費×100）について、西郷村は 100％を下回っており、使用料収入で賄えていない部分に対して

は一般会計からの繰入金で補てんしています。 

 

表 4-2 経費回収率の実績 

事業 実績値（令和３年度） 

全体 71.1％(※) 

公共下水道事業 73.7％(※) 

農業集落排水事業 43.8％(※) 

(※)：令和 5 年度から白河市との負担金の計算方法が変更となるため、

令和 3 年度実績値ではなく令和 5 年度予測値を示しています。 

 

そのため、一般会計からの繰入金の適正化を目指し、経費回収率を向上させる取組を行う必要がありま

す。なお、一般会計からの繰入金は、西郷村の一般会計（税収入）から下水道事業の運営のために繰り入

れられるお金のことで、総務省の繰出基準に基づいて一般会計が負担・補助等することが認められる経費

である「基準内繰入金」、その他の赤字補てん分である「基準外繰入金」に分かれています。そのうち「基準

外繰入金」は、独立採算制の原則からすれば本来は下水道事業内で賄うべきところを、一般会計（税収入）

に負担させている金額といえます。西郷村の一般会計繰入金における基準外繰入金の割合は下記のとお

り７割を超えており、早急に一般会計への依存度を軽減する必要があります。 
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このことから、本経営戦略の期間においては、基準外繰入金を令和８年度から使用料改定を実施しない

場合と比較して 20,000 千円程度減らすことを目標とします。その場合、一般会計繰入金における基準外繰

入金の割合は下記のとおり減少することになります。 

 

表 4-3 一般会計繰入金のうち基準外繰入金の割合 

事業 実績値（令和３年度） 目標値（令和１4 年度） 

全体 72.0％(※) 69.0％ 

公共下水道事業 75.1％(※) 72.4％ 

農業集落排水事業 58.5％(※) 57.3％ 

(※)：令和 5 年度から白河市との負担金の計算方法が変更となるため、

令和 3 年度実績値ではなく令和 5 年度予測値を示しています。 

 

また、総務省では、最低限行うべき経営努力として「下水道使用料の徴収が 150 円/㎥を前提に行われ

ていること」としていますが、令和３年度における西郷村の使用料単価は 150 円/㎥を下回っています。 

このことから、自立した下水道事業経営を目指すとともに経営基盤の強化を図るためには、基準外繰入

金の減少と合わせて、下水道使用料の改定の検討を早期に行う必要があります。 

本戦略では、令和８年度から基準外繰入金を、使用料改定を実施しない場合と比較して 20,000 千円程

度減らし下水道使用料を改定することを想定した場合の試算を示します。 

 

表 4-4 使用料単価の実績値と目標値 

事業 実績値（令和３年度） 目標値（令和１4 年度） 

全体 145.5 円 157.5 円 

公共下水道事業 146.0 円 158.0 円 

農業集落排水事業 137.0 円 149.0 円 

※なお、上記は現状の試算に基づくものであり、改定の有無をはじめ詳細な

使用料体系及び設定・改定の場合の時期などについては、使用料改定検

討の際に、検討実施時点の経営状況を踏まえて算定されます。 

    

基準外繰入金の削減と使用料改定を想定した試算を反映した将来予測は、下記のとおりとなります。 

 

図 4-2 使用料改定した場合の経営戦略期間中の使用料収入・基準内繰入・基準外繰入の金額の推移 
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図 4-3 使用料改定した場合の経営戦略期間中の使用料収入・基準内繰入・基準外繰入の金額割合の推移 

  

本経営戦略において、将来の収入増に向けた方策として、次に示す 6 パターンを検討しました。検討の

結果、下水道事業本来の「受益者負担の原則」に則り、下水道使用料の改定（想定改定率 8％）、及び下

水道がもつ公共性を考慮した基準外繰入による補てんのバランスを総合的に判断して「パターン４－１」を

採用しています。 

 

表 4-5 将来の収入増に向けた方策の比較一覧 

項目 パターン１ パターン２ パターン３ 

概要 

使用料改定は行わず、営業

収支不足額を基準外繰入で

補てんする 

使用料改定は行わず、収益

的収支不足額を基準外繰入

で補てんする 

使用料改定は行わず、収益

的収支不足額及び資本的収

支不足額を基準外繰入で補

てんする 

使用料改定 なし なし なし 

使用料改定率 - - - 

基準外繰入割合 41.1％（令和 14 年度） 64.0％（令和 14 年度） 76.1％（令和 14 年度） 

評価 

当期純損失が生じ、資金不

足となるため経営が成り立

たない 

× 

当期純利益は確保できる

が、資金不足となるため経

営が成り立たない 

× 

経営的に成り立つが、一般

会計への依存が最も高いた

め事業運営原則に反する 

△ 

項目 パターン４－１ パターン４－２ パターン４－３ 

概要 使用料改定を行い、下水道

事業全体で基準外繰入を使

用料改定しない場合と比較

して２千万円削減する 

使用料改定を行い、下水道

事業全体で基準外繰入を使

用料改定しない場合と比較

して３千万円削減する 

使用料改定を行い、下水道

事業全体で基準外繰入を使

用料改定しない場合と比較

して５千万円削減する 

使用料改定 あり（令和 8 年度改定） あり（令和 8 年度改定） あり（令和 8 年度改定） 

使用料改定率 約 8％増 約 12％増 約 20％増 

基準外繰入割合 69.0％（令和 14 年度） 67.3％（令和 14 年度） 63.4％（令和 14 年度） 

評価 一般会計の負担を低減で

き、改定率も最も小さいた

め現実的である 

 

◎ 

一般会計の負担を低減でき

るが、改定率が 4-1 と比較

して大きく実現性で疑問が

残る 

○ 

一般会計の負担を低減でき

るが、改定率が最も高く、使

用者負担が大きいので実現

性は低い 

△ 
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このほか、水洗化率についても、本村の令和３年度時点での数値は下記のとおりです。 

農業集落排水事業においては、類似団体平均を下回っており、水洗化率向上による下水道使用料の

増収を目的とした未接続世帯・事業者に向けた下水道接続の推進に対する広報や戸別訪問のほか、地域

特性に応じた適正な処理方式の見直しを行い、水洗化率の向上に努めます。 

また、公共下水道事業については類似団体平均を上回っておりますが、さらなる水洗化率向上のため、

下水道接続の推進に対する広報や戸別訪問等を行っていきます。 

 

表 4-6 水洗化率の実績値と目標値及び類似団体等との比較 

事業 実績値（令和３年度） 類似団体（令和３年度） 目標値（令和１4 年度） 

全体 92.4％   95.0％ 

公共下水道事業 93.8％ 82.26％ 96.4％ 

農業集落排水事業 77.2％ 84.67％ 78.6％ 

 

以上の取組により、経費回収率については、令和 14 年度に 73.3％（全体）まで改善することを目標とし

ます。 
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 投資・財政計画（収支計画） 

ここで示す金額は、指定のない限り、収益的支出は税抜き金額、資本的支出は税込み金額です。 

5-1 収支計画のうち投資についての説明 

 公共下水道 

① 建設改良費 
建設改良費は、管きょ建設改良費、処理場建設改良費で構成されています。経営戦略期間中の建設

改良費の推移は、令和 5 年度から令和 14 年度にかけて約 3 千 6 百万円～約 6 千 8 百万円の事業量

を予定しています。期間中の建設改良費は、公共下水道未普及区域への施設整備、白河都市環境セ

ンターの負担金である共同施設建設負担金の支払が主たる事業内容となります。老朽化対策は、供用

開始から 30 年程度であり、本戦略期間中に事業費は発生しない予定です。 

公共下水道未普及区域への施設整備は、令和 5 年度から令和 10 年度まで予定しており、令和 5 年

度に 2 千 9 百万円、それ以降は 1 千万円を予定しています。共同施設建設負担金の支払は、令和 5 年

度から令和 14 年度にかけて約 3 千 6 百万円～約 3 千 9 百万円を予定しています。 

 

 
図 5-1 建設改良費の将来推移 

② 企業債償還金及び企業債利息 
将来借入れる企業債の企業債償還金及び企業債利息は、次の条件で算定しています。 

 

表 5-1 企業債元利償還額の算定条件 

項目 内容 

償還方法 元利均等 

借入期間 30 年 

据え置き あり。5 年据え置き 

利息 1.0% 
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事業開始から 30 年程度が経過しており、過年度に借入れた企業債の償還は減少傾向となります。令

和 5 年度の企業債償還金は約 2 億 9 千万円ですが、年々単年度の企業債償還金は減少していき、経

営戦略の最終年度である令和 14 年度では約 1 億 2 千万円となります。 

 

 
図 5-2 企業債償還金の将来推移 

 

企業債利息も企業債償還金と同様に減少傾向となります。令和 5 年度の企業債利息は約 4 千 6 百万

円ですが、年々減少していき、経営戦略の最終年度である令和 14 年度では約 1 千万円となります。 

 

 

図 5-3 企業債利息の将来推移 
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 農業集落排水 

① 建設改良費 
建設改良費は、管きょ建設改良費、処理場建設改良費で構成されています。経営戦略期間中の建設

改良費の推移は、令和 5 年度から令和 14 年度にかけて約 2 百万円～約 6 千万円の事業量を予定して

います。期間中の建設改良費は、農業集落排水施設最適整備構想に基づく施設の老朽化対策が主た

る事業内容となります。特に、汚水処理施設の機械・電気設備の改築・更新に多くの事業費を要してい

ます。 

汚水処理施設の改築・更新は、令和 5 年度から令和 14 年度にかけて約 1 百万円～約 5 千 5 百万円

を予定しています。 

管路施設の改築・更新は、主にマンホールポンプの機械・電気設備の改築更新である、令和 5 年度

から令和 14 年度にかけて約 1 百万円～約 1 千 4 百万円を予定しています。 

 

 
図 5-4 建設改良費の将来推移 

 

② 企業債償還金 
将来借入れる企業債の企業債償還金及び企業債利息は、公共下水道と同条件で算定しています。 

企業債償還金は、令和 7 年度に償還金額のピークを迎え、約 5 千 8 百万円です。その後は、年々単

年度の企業債償還金は減少していき、経営戦略の最終年度である令和 14 年度では約 1 千万円まで減

少する見込みです。しかしながら、今後、農業集落排水施設最適整備構想に基づく施設の老朽化対策

を継続して実施していくことから、将来的に企業債償還額が増加する可能性があるため、借入れる企業

債については、将来的な財政収支見通しを考慮して事業量を調整していく必要があります。 
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図 5-5 企業債償還金の将来推移 

 

企業債利息は、企業債償還金の傾向と異なり減少傾向となります。令和 5 年度の企業債利息は約 8

百万円ですが、年々減少していき、経営戦略の最終年度である令和 14 年度では約 1 百万円となりま

す。 

 

 
図 5-6 企業債利息の将来推移 
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5-2 収支計画のうち財源についての説明 

 公共下水道 
建設改良費の主たる財源は、企業債、国庫補助金、受益者負担金であり、事業内容に応じて、現行の

制度のもと算定して計上しています。 

新規の企業債の借入は各年度の 3.5 割程度を占めており、約 5 百万円～約 1 千 3 百万円です。 

国庫補助金は各年度の 3～4 割程度を占めており、5 百万円～約 1 千 5 百万円です。 

受益者負担金は、約 3 百万円～5 百万円を見込んでいます。 

 

 
図 5-7 資本的収入の将来推移 

 

 公共下水道については、経営戦略期間中における借入企業債の金額が、企業債償還金よりも小さいた

め、企業債残高は減少していく見込みです。 

 

 
図 5-8 企業債の将来借入額と償還額の比較 
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 農業集落排水 
建設改良費の主たる財源は、企業債、県補助金であり、事業内容に応じて、現行の制度のもと算定して

計上しています。企業債と県補助金の金額は、同等程度です。 

新規の企業債の借入は、約 1 百万円～約 2 千 7 百万円です。 

県補助金は、約 1 百万円～約 3 千万円です。 

 

 
図 5-9 資本的収入の将来推移 

 

農業集落排水については、経営戦略期間中における借入企業債の金額が、企業債償還金よりも小さい

年度が大部分を占めるため、企業債残高は減少していく見込みですが、令和 14 年度では借入企業債の

金額が大きくなります。今後、農業集落排水施設最適整備構想に基づく施設の老朽化対策の実施にあた

っては、借入企業債の将来的な影響等を考慮しながら、事業を推進していきます。 

 

 

図 5-10 企業債の将来借入額と償還額の比較 
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5-3 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

 公共下水道 

① 維持管理費等 
維持管理費等は、令和 5 年度から令和 14 年度にかけて、約 2 億 3 千万円～約 2 億 6 千万円で推

移します。維持管理費の大部分が白河都市環境センターの共用施設維持管理負担金です。共用施設

維持管理負担金は、約 1 億 7 千万円～約 2 億円であり、維持管理費の約 8 割程度を占めています。 

業務費、総係費には、人件費を含んでいます。維持管理費については、将来的な物価上昇等により

上昇傾向となります。 

 

 
図 5-11 維持管理費等の将来推移 

 

② 減価償却費 
減価償却費は、過年度取得資産の推計値と将来投資で取得した資産における推計値の合算額です。

将来投資での取得資産の計算条件は以下のとおりです。 

減価償却費算定に用いる耐用年数は、資産の種別が多岐にわたることから、下水道事業における公

営企業会計導入の手引に記載のある「総合償却」の耐用年数を採用しています。 

 

表 5-2 減価償却計算条件 

項目 設定内容 

償却方法 定額法 

残存価額 有形固定資産：取得価額の 10%、無形固定資産：取得価額の 0% 

償却限度額 有形固定資産：取得価額の 5%、無形固定資産：取得価額の 0% 

耐用年数 別紙のとおり 
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表 5-3 減価償却計算に用いた総合償却の耐用年数 

 

出典：下水道事業における公営企業会計導入の手引き 2015 年版 公益社団法人 日本下水道協会 

 

未普及対策事業での施設新設により、新規取得資産がありますが、減価償却費は減少傾向です。令

和 5 年度で約 3 億 3 千 8 百万円ですが、年々単年度の減価償却費は減少していき、経営戦略の最終

年度である令和 14 年度では約 3 億 3 千 6 百万円となります。長期前受金戻入も同様の傾向です。 

  

 

図 5-12 減価償却費の将来推移 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14

減
価
償
却
費
（
千
円
）

年度

有形固定資産減価償却費 無形固定資産減価償却費



44 

 

 

図 5-13 長期前受金戻入の将来推移 

 

 農業集落排水 

① 維持管理費等 
維持管理費等は、令和 5 年度から令和 14 年度にかけて、約 3 千 3 百万円～約 3 千 6 百万円で推

移します。維持管理費の大部分が、汚水処理施設の維持管理費用であり、維持管理費の約 8 割程度を

占めています。業務費、総係費には、人件費を含んでいます。維持管理費については、将来的な物価

上昇等により上昇傾向となります。 

 

 
図 5-14 維持管理費等の将来推移 
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② 減価償却費 
減価償却費の計算条件等は、公共下水道と同様です。令和 5 年度から令和 8 年度にかけて、減価償

却費は減少傾向となりますが、施設の老朽化対策よる施設・設備の改築・更新により令和 9 年度以降は

増加傾向となります。令和 14 年度で約 5 千 6 百万円となります。長期前受金戻入も同様の傾向です。 

  

 
図 5-15 減価償却費の将来推移 

 

 
図 5-16 長期前受金戻入の将来推移 
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5-4 今後の投資についての考え方・検討状況 

 広域化・共同化・最適化に関する事項 
農業集落排水地区の公共下水道への編入等を引き続き検討し、効率的な汚水処理を目指していきます。 

 投資の平準化に関する事項 
「ストックマネジメント計画」等に準じ、標準耐用年数経過後の単純改築ではなく、予防保全の観点から

各種資産の延命化を図り、耐用年数を延伸することで投資の平準化を図ります。 

 民間活力の活用に関する事項（PPP/PFI など） 
特に予定はありません。 

 その他の取組 
特に予定はありません。 

5-5 今後の財源についての考え方・検討状況 

 使用料の見直しに関する事項 
定期的に下水道使用料の検討を行うことで、適正な下水道使用料水準を維持します。これにより、一般

会計の支出負担を極力低減していきます。 

 資産活用による収入増加の取組について 
特に予定はありません 

 その他の取組 
特に予定はありません。 

5-6 投資以外の経費についての考え方・検討状況 

 民間活力の活用に関する事項（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFI など） 
特に予定はありません。 

 職員給与費に関する事項 
業務量に応じた人員の適正化を検討します。 

 修繕費に関する事項 
「ストックマネジメント計画」等に準じ、適切な修繕を実施していきます。 

 委託費に関する事項 
業務量に応じて、委託による業務量の平準化等を図ります。 

 その他の取組 
特に予定はありません。 
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 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 

6-1 推進体制と進捗管理 

経営戦略は、令和 5 年度から令和 14 年度までの 10 年間とし、計画期間の中間にあたる令和 9 年度に

中間評価、場合によっては見直しを行い進捗の管理を行います。 

経営戦略の実施にあたっては、各施策を PDCA サイクルに基づき、実施目標の達成状況を管理するこ

とで、施策を評価し継続的な改善に取り組み、効率的かつ効果的に推進します。 

 

 

図 6-1 PDCA サイクルに基づく管理 

 

6-2 施策の取り組みによる効果の検証 

経営戦略で定めた施策の取り組みによる効果は、各取り組み方針で定めた目標値との整合確認を通じ

て確認します。確認の結果、目標値と実績値に著しく乖離があった場合は、原因を特定し、必要な対策を

検討あるいは必要に応じて目標値を見直す等の対応を図ります。 

また、当経営戦略についての公表については、策定時のみでなく、検証や見直し時にも公表を行い、計

画を常にご理解いただけるよう努めてまいります。 

  



48 

 

収益的収支（下水道事業全体） 
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収益的収支（公共下水道） 
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収益的収支（農業集落排水） 
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資本的収支（下水道事業全体） 
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資本的収支（公共下水道） 
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資本的収支（農業集落排水） 

 


